
アルゼンチンの政治情勢（１月分） 

（公開情報をとりまとめたもの） 

２００７年２月作成 

在アルゼンチン大使館 

１．概要 

 ラバーニャ前経済相は、本年１０月の次期大統領選挙への出馬表明を行った。亜連邦判

事（下級審）は、１９７６年の２件の拘束事件及び元極右組織「トリプルＡ」の活動の責

任問題を巡り、西在住のイサベル・ペロン元大統領の国際指名手配をインターポールに要

請した。また、キルチネル大統領は、最後の軍政期における人権侵害及び国家によるテロ

に関わる国家機密の秘匿義務免除を規定する大統領令に署名した。 

外交面では、キルチネル大統領のメルコスール首脳会合出席、シオリ副大統領のエクア

ドル訪問、タイアナ外相の訪米、フィルムス教育相のニカラグア訪問等が行われた他、ウ

ルグアイにおける製紙工場建設問題を巡っては、ＩＣＪが、ウルグアイによる国際橋梁封

鎖の解除を求める仮保全措置の訴えを棄却した。 

 

２．内政 

（１）ラバーニャ前経済相の次期大統領選出馬表明 

（イ）４日、ラバーニャ前経済相が、当地クラリン紙及びラ・ナシオン紙とのインタビュ

ーにおいて、本年１０月２８日に行われる次期大統領選挙への出馬を表明した。 

（ロ）ラバーニャ前経済相は、「自分は、次期大統領選挙へ出馬することを決定した。現在、

右出馬のための最後の詰めの段階に入っている。自分は、次期大統領選挙において勝利で

きると確信している」、「野党が、大統領候補を乱立させることは、政府・与党陣営を利す

ることになってしまい良くない。自分は、他のあらゆる勢力との対話の扉を開いている」、

「最も優秀な人材は、社会開発分野で活躍すべきだと思うが、キルチネル政権には、顧客

主義的なところがある」、「今後４年間で、極貧問題を解決しなければならない」等と述べ

た。 

（ハ）与野党の反応 

（ⅰ）政府・与党 

政府・与党は、コメントを控えている。 

（ⅱ）野党 

（ａ）モラレス急進党党首（上院議員）は、「自分は、ラバーニャを次期大統領と見ている。

ラバーニャが、成功を収めた経済モデルの父であることは、皆が知っている。（ラバーニャ

が大統領候補になる場合）副大統領候補は、急進党（の誰か）になるべきである」と述べ

た。なお、急進党内には、キルチネル大統領を支持するグループ、ラバーニャ前経済相を

支持するグループ、党独自の大統領候補を擁立すべきであると主張しているグループに分

かれている。 
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（ｂ）マクリ変革党党首（下院議員）は、「ラバーニャの出馬表明が、共和国提案（変革党

及び国家再建党等の中道右派連合）のプランを変更させることはない。自分は、大統領候

補になるために働いている。夏が終わるまでには、候補者が誰になるのか決定することに

なるだろう」と述べた。 

（ｃ）カリオ共和国平等党党首（下院議員）は、「（ラバーニャの出馬表明により）自分の

プランが何ら変更を受けることはない」と述べた。 

 

（２）イサベル・ペロン元大統領の逮捕要請 

（イ）アコスタ連邦判事による国際指名手配要請 

（ⅰ）１１日、アコスタ連邦判事は、１９７６年に起きた２件の拘束事件が、政権転覆に

関わる行為を未然に阻止するための３つの大統領令に基づいて行われた疑いがあるとして、

同事件に関して証言させるために、西マドリッドに在住しているイサベル・ペロン元大統

領の国際指名手配をインターポールに要請した。 

（ⅱ）キルチネル大統領は、１２日付当地クラリン紙とのインタビューにおいて、「今回の

決定は、司法当局の判断であり、自分がコメントすることは適当でないが、今回のことを

もって、軍政期の人権侵害に関わる裁判が後退すると見る者がいるとすれば、それは大き

な間違いである。我々は、真実を伴い、免責のない和解を望んでいる。いかなる事であれ、

真実を知るべきであり、いかなる者に対しても、免責があってはならない」と述べると共

に、キルチネル大統領自身が、イサベル・ペロン政権下において、２度（１９７４年１０

月及び１９７６年１月）拘束された経験がある旨明らかにした。 

（ⅲ）１２日、西警察は、上記国際指名手配に基づき、イサベル・ペロン元大統領をマド

リッドの自宅で逮捕した。 

（ⅳ）逮捕後、イサベル・ペロン元大統領は、約４時間に亘り、オルモ西判事の尋問を受

けたが、同判事は、同元大統領の弁護士が、同元大統領の幻覚症及び部分的記憶喪失を示

す診断書を提出したことや同元大統領が高齢（７５歳）であること等を理由に、同元大統

領の精神鑑定を命じると共に、同元大統領を仮釈放した。なお、同元大統領は、仮釈放の

身であることから、西判事の許可なく西から出国することが禁じられ、１５日毎に西裁判

所に出廷しなければならない。 

（ⅴ）同元大統領は、オルモ西判事に対して、自主的に亜へ帰国する意志がない旨明らか

にした。これにより、アコスタ亜判事は、１９８７年の二国間犯罪人引渡条約に基づいて、

同日から４０日以内に、亜外務省を通じて西への引渡要請を行うか否かを決定することに

なる。 

（ⅵ）モラレス急進党党首（上院議員）は、裁判官が、過去の問題に迅速に対応する一方、

現在の問題に対する対応が遅いと非難すると共に、「トリプルＡによる犯罪を解明するため

の全ての司法的行為を支持する」と述べた。一方、ラバーニャ前経済相は、「（政府は）日

常生活に関わる問題から国民の関心を逸らすために、ペロン党に対する政治裁判を行おう
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としている」と述べた。また、エドゥアルド・メネム前上院議員は、「イサベル・ペロンを

「人道に対する罪」で裁くならば、政権転覆を狙った者（左翼ゲリラ等）の犯罪も同様に

裁くべきである」と述べた。 

（ロ）オジャルビデ連邦判事による国際指名手配要請 

（ⅰ）１６日、オジャルビデ亜連邦判事（下級審）は、１９７３年、当時のレガ社会福祉

大臣により結成された極右組織「亜反共連合」（通称：トリプルＡ）が行った８件の殺人事

件及び３件の誘拐事件に関して証言させるために、当時のイサベル・ペロン大統領の国際

指名手配をインターポールに要請した。 

（ⅱ）１７日、亜外務省は、オジャルビデ亜判事及びアコスタ亜判事が、イサベル・ペロ

ン元大統領の引渡しを要請する場合、同省経由で迅速に同要請を行う旨のプレス・コミュ

ニケを発出した。 

（ⅲ）ラバーニャ前経済相は、「イサベル・ペロン元大統領に対する裁判の進展は、（１９

７４年５月に）フアン・ドミンゴ・ペロン元大統領により、五月広場から追い出された者

達のイデオロギー的復讐である」と述べて、当時、ペロン党青年部の一員として五月広場

にいたことを認めているキルチネル大統領を暗に批判すると共に、政府は、物価の上昇等

の日常生活に関わる問題から国民の関心を逸らすために同裁判を進展させている旨述べた。 

（ⅳ）２６日、オジャルビデ判事は、イサベル・ペロン元大統領が、トリプルＡに対し、

政府の庇護の下で犯罪行為を行うことを許可し、トリプルＡに特別な協力を与えていた疑

いがあるとして、西在住のイサベル・ペロン元大統領に対して予防拘禁を命じた。 

（ⅴ）トリプルＡの犯罪行為を巡っては、フアン・ドミンゴ・ペロン元大統領（１９７４

年死去）の関与についての捜査にまで発展する可能性も取り沙汰されていたが、これに対

しては、ペロン党内や労組による反発も出ており、鉄道機関士労働組合「La Fraternidad」

は、ブエノスアイレス市内に、「ペロンまで巻き込むな（No jodan con Peron）」と書かれ

たビラを張り出した。 

２７日、同判事は、「本件については、ペロンの責任を問う要素は全くないということを

明らかにしたい。自分にとって、これは決定的である」旨述べ、フアン・ドミンゴ・ペロ

ン元大統領がトリプルＡによる犯罪行為とは無関係であったとの見解を明らかにした。 

 

（３）国家機密秘匿義務免除に関する大統領令 

（イ）軍政期における人権侵害に直接関与した容疑（特に、「五月広場の母達」の創設者

Azucena Villaflor、仏人修道女 Alice Domon、Leonie Duquet 等の誘拐・殺害に関与した

容疑）で亜当局に拘束されているアスティス元海軍中佐は、これまで同人権侵害について

沈黙を守ってきたが、２４日、本件を担当しているトーレス連邦判事からの尋問に対して、

仏人修道女の誘拐には仏の諜報機関が関与していたと述べ、同機関のメンバーであった仏

人 Rene Bertrand de Perseval（或いは Parseval）に対する逮捕令状を発出するよう要求

した。更に、仏人修道女に対して行われた諜報活動について証言するためには、国家機密
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に関わる情報の秘匿義務を免除する必要がある旨主張した。 

（ロ）同元海軍中佐による上記発言を受ける形で、２６日、キルチネル大統領は、最後の

軍政期（１９７６－８３年）における人権侵害及び国家によるテロに関わる国家機密の秘

匿義務免除を規定した大統領令に署名した。同大統領令について、同日、ガレ国防相は、「同

大統領令は歴史的な措置であり、（キルチネル政権の）不処罰と闘うとの明確な公約を示す

ものである」旨述べた。 

 

（４）臨時議会の召集 

 ３１日、キルチネル大統領は、大統領令５１／２００７号に署名し、２月１日から同２

８日まで臨時議会が召集されることになった。 

 

３．外交 

（１）メルコスール首脳会合 

（イ）１７－１９日、キルチネル大統領は、メルコスール首脳会合に出席するため、伯を

訪問した（クリスティーナ大統領夫人（上院議員）、フェルナンデス首相、タイアナ外相、

ミセリ経済相及びサニーニ法制長官等同行）。 

（ロ）１８日、メルコスール共同市場審議会（ＣＭＣ）において、ガルガノ・ウルグアイ

外相が、ウルグアイの製紙工場建設問題に関して、「亜（のエントレリオス州の市民団体）

は、両国間の移動の自由を妨害している」等と批判したことに対し、タイアナ外相は、「ウ

ルグアイ政府は、国際橋梁が封鎖されている間は、対話は行わないと述べているが、橋梁

封鎖が行われていなかった時も、キルチネル大統領が提案した対話を拒否した。ウルグア

イ政府は、本気で亜と対話を行い、製紙工場建設問題を解決する意志を示していない」と

反論した。 

（ハ）１９日、キルチネル大統領は、同首脳会合における演説の中で、「メルコスール加盟

国内の不均衡を削減するために必要な措置をデザインしなければならない」、「亜は、メル

コスール及び南米統合プロセスを強く信じている」等と述べた。 

 

（２）ブラジル 

（イ）１９日、メルコスール首脳会合に出席するため、伯を訪問したキルチネル大統領は、

ルーラ伯大統領と会談し、現在進行中のプロジェクトをレビューすると共に、ルーラ大統

領が重視している結束したメルコスールの維持の必要性等について確認した。 

（ロ）両大統領は、地域の利益のために、チャベス・ベネズエラ大統領の激しいレトリッ

クを穏健化させる必要性につき、意見が一致した。 

 

（３）ベネズエラ 

（イ）１７日、メルコスール共同市場審議会及び首脳会合に出席するため、伯を訪問した
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デビード公共事業相は、ラミレス・ベネズエラ石油・エネルギー相と会談し、亜国営エネ

ルギー会社 Enarsa 及びベネズエラ石油公社 PDVSA が、亜の石油関連会社 Rhasa を共同経営

することで合意し、合意文書に署名した。 

 Enarsa は、２００６年末以降、月額１３０万米ドルのレンタル料で Rhasa の関連施設を

使用しており、Rhasa との現行契約は３ヶ月後に終了するが、今回の両国間の合意により、

同契約終了後、PDVSA が Enarsa とともに、Rhasa の関連施設のレンタル使用に関わる契約

に署名することになり、２００８年１月以降には同社の全ての関連施設を３，１３０万米

ドルで買収するオプションも含まれている。 

（ロ）１８日、メルコスール首脳会合に出席するため、伯を訪問したキルチネル大統領は、

チャベス・ベネズエラ大統領と会談し、二国間関係、地域情勢等について意見交換を行っ

た。 

 会談後、チャベス大統領は、記者団に対し、「我々は、民営化され、社会的機能を果たし

ていない企業を取り戻す決定を行った。しかし、亜企業が、ベネズエラの法律を遵守する

限り、心配するには及ばない」、「我々は、今後とも亜を支援し続ける。金額について明言

することはできないが、我々は（亜）国債を購入し続けるであろう」、「私の友人であるネ

ストル（キルチネル大統領）は、２月２０日にベネズエラを訪問するだろう」等と述べた。 

（ハ）チャベス大統領の国有化宣言に関する亜の反応 

（ⅰ）フェルナンデス内相は、「チャベス大統領の国有化宣言は、主権国家が行った決定で

あり、特段コメントすることはない」、「同国有化宣言は、メルコスールに対して、何ら変

更をもたらすものではない」等と述べた。 

（ⅱ）キアラディア外務副大臣（通商・国際経済担当）は、「メルコスールは、各国の主権

に影響を与えるいかなる規定も有しておらず、（チャベス大統領の国有化宣言は、メルコス

ールに対して）インパクトをもたらすものではない」、「ベネズエラの国有化宣言により、（ベ

ネズエラで活動する）亜企業が影響を蒙ることはない」と述べた。 

（ⅲ）野党のカリオ共和国平等党党首（下院議員）は、「亜が、階級間の対立や社会を分断

するチャベス・モデルを採用するようなことがあれば、極めて問題である」と述べた。 

（ⅳ）メンデス亜工業連盟（ＵＩＡ）代表は、「亜では、（ベネズエラと）同様のことは起

こらないであろう。キルチネル大統領は、より賢明である」と述べた。 

 

（４）ウルグアイ 

（イ）亜政府によるＩＣＪへの提訴 

（ⅰ）ウルグアイにおける製紙工場建設問題について、１５日、亜政府は、ウルグアイ川

規約に基づく義務違反を理由に、国際司法裁判所（ＩＣＪ）に対して、ウルグアイを提訴

した。亜は、ウルグアイによるウルグアイ川規約違反の具体的根拠として、（ａ）フライベ

ントス市における ENCE 社（西資本）建設の承認、（ｂ）フライベントス市における Botnia

社（フィンランド資本）建設の承認、（ｃ・ｄ）両社による港湾施設建設の認可、及び（ｅ）
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認可された水準以上のウルグアイ川からの汲水の認可の５点について、ウルグアイが亜と

事前に協議することなく、一方的に決定したことを挙げている。 

（ⅱ）同日、ＩＣＪに同請求を提出したセルティ亜側団長は、「今般、ＩＣＪに新たな提訴

を行うこととなったが、これは、グアレグアイチュ市の市民団体からあった強い要請を政

府及び議会が受け入れたものである。従って、亜はＩＣＪによって示される判断を遵守し

なければならない」旨述べた。 

（ⅲ）同提訴を受けて、ウルグアイは、７月２０日までにＩＣＪに反論を提出しなければ

ならず、ウルグアイによる反論を踏まえて、年末までに両国による口頭弁論が行われる見

通しである。 

（ロ）ウルグアイによるＩＣＪへの提訴 

（ⅰ）亜エントレリオス州の市民団体は、亜とウルグアイを結ぶ国際橋梁３本の内、グア

レグアイチュ市（亜）－フライベントス市（ウルグアイ）の橋梁の全面封鎖、コロン市（亜）

－パイサンドゥ市（ウルグアイ）の橋梁の一日６時間の部分封鎖を行っている。他方、１

２日、同州コンコルディア市の市民団体は、同市とウルグアイを結ぶ国際橋梁の３時間の

部分封鎖を行った。 

 また、１２日正午より、グアレグアイチュ市の市民団体は、失業者団体ピケテロ・グル

ープの一部等と共に、連邦警察及び水上警察による厳重な警備の下、亜・ウルグアイ間の

船舶での運行を行うブケブス社の乗り場前（ブエノスアイレス市）で抗議活動を行ったが、

予想よりも大幅に少ない５００名前後の支持者しか集まらず、同抗議活動は所期の目的を

達することができなかった。 

（ⅱ）昨年１１月、ウルグアイは、亜の組織化された市民団体が亜とウルグアイ間の国際

橋梁を封鎖したことで、貿易及び観光面で大きな損失を被っているとして、国際橋梁封鎖

の解除を求める仮保全措置の適用をＩＣＪに請求した。 

（ⅲ）２３日、ＩＣＪは、亜の市民団体等による亜・ウルグアイ間の国際橋梁封鎖の解除

を求めるウルグアイの仮保全措置要請を退ける判決を下した。ＩＣＪは、判決理由として、

亜・ウルグアイ間の国際橋梁封鎖が、ウルグアイ政府が訴えるような「回復不能な損害」

を引き起こしているとは言えず、仮保全措置を指示するための緊急性が存在しないと述べ

た。 

（ⅳ）ガルガノ・ウルグアイ外相は、「ＩＣＪの判決に驚いている。我々は亜政府が今後ど

のように動くかを待つ予定である。ウルグアイは、亜との国際橋梁が封鎖された状況では、

亜政府との交渉は行わないとの立場を維持するであろう」と述べた。 

（ⅴ）他方、キルチネル大統領は、ＩＣＪの判決に満足であるとした上で、本件の解決方

法を見出すため、亜がウルグアイと対話を行う用意がある旨述べた。 

 

（５）マルビーナス諸島領有権問題 

（イ）２２日、タイアナ外相は、ニューヨークを訪問し、潘基文国連事務総長と会談した。
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同訪問の目的について、タイアナ外相は、新国連事務総長に対し、マルビーナス諸島領有

権問題が、亜にとって如何に重要であるかを示すことであると説明した。 

（ロ）タイアナ外相は、（同問題に関する二国間交渉及び解決に向けて）英国へ改めて働き

かけを行うよう潘国連事務総長に要請すると共に、「（同諸島の）時代錯誤的な植民地状態

が継続し、同問題の解決に向けた進展が見られないことは、国連が懸念すべき問題である」

と述べた。 

（ハ）潘国連事務総長は、タイアナ外相の訪問に謝意を述べると共に、人権分野及びハイ

チ等での平和維持活動における亜のリーダーシップを強調した。 

 

（６）エクアドル 

（イ）１５日、シオリ副大統領は、コレア新大統領の就任式に出席するため、エクアドル

を訪問した。今回、キルチネル大統領が、コレア大統領の就任式への出席を見送ったのは、

イスラエル共済会館（ＡＭＩＡ）爆破事件を巡り、ギクシャクした関係になっているイラ

ンのアフマディネジャード大統領が同就任式に出席することも関係していると見られてい

る。 

（ロ）同日、シオリ副大統領は、コレア大統領と会談し、キルチネル大統領からコレア大

統領宛の祝辞を伝え、コレア大統領から亜の対外債務再編を評価する旨発言があったのに

対し謝意を表明した他、エクアドルのメルコスール正式加盟の可能性についても意見交換

を行った。 

 

（７）トルコ 

（イ）昨年１２月１３日、亜議会において、４月２４日を第一次世界大戦中にジェノサイ

ドの犠牲になったアルメニア人を追悼する亜の記念日とする法案が可決・成立した。 

（ロ）本年１月１１日、同法が公布されたことにつき、トルコ政府は、亜政府に抗議し、

シオリ大統領代行に信任状を奉呈したばかりのトルコ大使が、本国に一時召還された。 

 

（８）要人往来 

（イ）来訪 

１月１５日     カストロ・キューバ国家評議会議長の子息カストロ・ディアス・バ

ラルト氏（オベイド・サンタフェ州知事との会談） 

（ロ）往訪 

１月１０日     フィルムス教育相のニカラグア訪問（オルテガ大統領就任式出席） 

１月１５日     シオリ副大統領等のエクアドル訪問（コレア大統領就任式出席） 

１月１７－１９日  キルチネル大統領等の伯訪問（メルコスール首脳会合出席） 

１月２２日     タイアナ外相の訪米（潘基文国連事務総長との会談） 

１月２２－２４日  デビード公共事業相の訪独（シュタンマイヤー外相等との会談） 
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１月２４日     シオリ副大統領の伯訪問（Cabral リオデジャネイロ州知事との会談） 
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